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「広報さんじょう」有料広告枠売却に関する手続を定める要領 

 

１　趣旨 

この要領は、三条市が発行する「広報さんじょう」有料広告枠売却について、

購入先を一般競争入札方式により選定し、売買契約を行うための必要な手続き

等について定める。 

 

２　入札参加資格要件を満たす者 

　　次のいずれにも該当する者であること。 

　(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の各号

に該当しない者であること。 

　(2) 自社（個人である場合はその者）又は自社の役員等（支店又は営業所の

代表者その他これらと同等の責任を有する者を含む。）が三条市暴力団排除

条例（平成 23 年三条市条例第 20 号）第６条の規定により暴力団又は暴力

団員若しくはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者ではな

いこと。 

(3) 三条市の市税の納税義務を有する者にあっては、当該市税の未納がないこ

と。また、三条市が市税納付状況調査を行うことに同意すること。 

 

３　仕様書、様式等の交付 

　(1) 交付期間　　令和８年１月 22 日（木）から２月 17 日（火）正午まで 

　(2) 交付場所　　三条市 総務部 政策推進課 広報広聴係 

　　　　　　　　※三条市ホームページからもダウンロード可能 

 

４　入札参加申込み 

　　入札に参加する者は、次のものを提出しなければならない。 

　(1) 提出書類 

　　ア　入札参加申込書 

　　イ　暴力団等の排除に関する誓約書 

　(2) 提出期限　　令和８年２月９日（月）正午（必着） 

　(3) 提出場所　　三条市 総務部 政策推進課 広報広聴係 

(4) 提出方法　　市指定の様式により、持参又は郵送で提出する。郵送の場　　　　　　　

合は書留又は簡易書留とする。 

 

５　質問の提出及び三条市からの回答 

　　入札参加要件を満たしている者は、当該入札に関する事項について質問を

行うことができる。三条市は、可能な範囲で質問に応じる。 

　(1) 質問の提出 
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ア　提出期限　　令和８年１月 28 日（水） 

　　イ　提出場所　　三条市 総務部 政策推進課 広報広聴係 

　　ウ　提出方法　　任意の様式により、持参、ファクス、電子メールのいず

れかで提出する。なお、ファクス又は電子メールで提出し

た場合は、必ず電話で三条市の受信確認を行うこと。 

　(2)　三条市からの回答 

ア　回答期限　　令和８年２月３日（火） 

　　イ　回答方法　　市ホームページに掲載する。 

 

６　入札書の提出等 

　(1) 提出期限　　令和８年２月 17 日（火）正午（必着） 

　(2) 提出場所　　三条市 総務部 政策推進課 広報広聴係 

　(3) 提出方法等 

　　ア　入札書は市指定の様式を使用すること。 

　　イ　入札書には、入札参加者の住所及び氏名（法人の場合は所在地、名称

及び代表者名）を記入の上、押印すること。 

　　ウ　金額の記入は、黒のボールペンで算用数字を用い、最初の数字の前に

「金」又は「￥」を記入すること。また、落札者の決定に当たっては、

入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった

契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

　　エ　入札参加申込書に記載の本人以外（代理人）が入札する場合は、入札

書の入札参加者の住所及び氏名（押印は不要）と、代理人の氏名を記入

の上、押印すること。また、入札参加者本人の委任状を提出すること。 

　　オ　入札書１枚を作成し、封入・封印の上、別に定めた期限までに提出場

所に持参又は郵送することとし、郵送の場合は書留又は簡易書留とする

こと。 

カ　一旦提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回はできない。 

(4) 入札保証金　　免除とする。 
　(5) 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

ア　入札に参加する資格のない者の入札した入札書 

イ　同一人が入札した２通以上の入札書 

ウ　入札参加者が協定して入札した入札書 

　　エ　金額を訂正し、訂正印（入札書氏名欄に押印した印鑑と同一のもの）

のない入札書 
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　　オ　記名、押印のない入札書 

　　カ　誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

　　キ　アからカまでに掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札

書 

 

７　開札 

　(1) 開札日時　　令和８年２月 17 日（火）午後２時 

　(2) 開札場所　　三条市役所内　※入札参加者による立会いは不要 

(3) 落札者の決定 

ア　最低売却額以上の最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 

　　イ　落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、当該入

札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。同価格の入札をした者

はくじを引く義務を有し、これを辞退することはできない。くじを引か

ない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせ、落札者を決定する。また、くじは実施の必要が生じた際に該

当者に通知して実施する。 

 

８　結果の通知 

　　落札者が決定次第、その者の氏名（法人の場合はその名称）及び落札金額

を、直ちに全ての入札参加者に通知する。 

　　なお、三条市情報公開条例（平成 17 年三条市条例第 10 号）に基づく開示

請求があった場合は、落札者に関する情報を開示することがある。 

 

９　契約の締結 

　　契約は、開札日の翌日から起算して７日以内に締結しなければならない。

落札者が期限までに契約を締結しない場合、落札はその効力を失う。 

 

10　契約金額 

契約金額は、落札が決定した入札書記載の額に、100 分の 10 に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）とし、令和８年４月に市が発行する納入通知書又は郵便振替書

により、指定された期限までに納付すること。 

　契約金額が期限までに納入されない場合は、契約は解除することがある。 

 

11　契約保証金 

　　免除とする。 

 

12　入札の中止等 
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入札は、市の都合により延期又は中止することがある。 

 

13　その他 

　　この要領に定めのない事項は、地方自治法施行令及び三条市財務規則（平

成 17 年三条市規則第 40 号）の規定によるものとする。  

 

14　連絡先（各書類の提出先） 

三条市 総務部 政策推進課 広報広聴係 

〒955-8686 新潟県三条市旭町二丁目３番１号 

TEL：（0256）34-5523（直通） 

FAX：(0256) 34-7933 

e-mail：seisaku@city.sanjo.niigata.jp 


